
 

多核種除去設備等処理水の取扱いに係る「関係者の御意見を伺う場」について 
令和２年４月３０日 

資源エネルギー庁原子力発電所事故収束対応室 
 

１．開催目的 

多核種除去設備（ＡＬＰＳ）等で浄化処理した水については、風評など社会的な影響も

含めた総合的な検討を、ＡＬＰＳ小委員会において行いました。小委員会の報告を踏ま

え、今後、政府としてＡＬＰＳ処理水の取扱い方針を決定するため、地元自治体や農林水

産業者を始めとした幅広い関係者の御意見を伺う場を開催しています。 

 

２．日時・場所 

【第１回】※ 

４月６日（月）13:20～16:30 福島県福島市（ザ・セレクトン福島） 

 

【第２回】※ 

 （第１部）４月 13日（月）13:20～14:15 福島県福島市（ザ・セレクトン福島） 

 （第２部）４月 13日（月）16:40～17:50 福島県双葉郡富岡町（ホテル蓬人館） 

※開催に当たっては、ウェブ会議の活用など新型コロナウイルス感染症対策を実施し

ました。 

 

３．意見表明者 

第１回 第２回 

①福島県知事 内堀 雅雄 

②福島県旅館ホテル生活衛生同業組合理事

長 小井戸 英典 

③福島県商工会議所連合会会長  

渡邊 博美 

④福島県森林組合連合会会長 秋元 公夫 

⑤福島県漁業協同組合連合会会長 

野﨑 哲 

⑥福島県町村会会長 小椋 敏一 

⑦相馬地方市町村会 

・相馬市長 立谷 秀清 

・南相馬市長 門馬 和夫  

・新地町長 大堀 武  

・飯舘村長 菅野 典雄  

①福島県商工会連合会会長 轡田 倉治 

②株式会社ヨークベニマル代表取締役社長  

真船 幸夫 

③福島県農業協同組合中央会会長  

菅野 孝志 

④いわき市長 清水 敏男 

⑤双葉地方町村会 

・双葉町長 伊澤 史朗 

・富岡町長 宮本 皓一 

・広野町長 遠藤 智  

・葛尾村長 篠木 弘  

・楢葉町長 松本 幸英  

・川内村長 遠藤 雄幸  

・大熊町長 吉田 淳 

・浪江町長 吉田 数博  

 

  



４．書面での意見募集 

 幅広い関係者の御意見を伺うことを目的として、「関係者の御意見を伺う場」の開催と併

せて、書面での意見募集を４月６日～５月 15日まで行っています。詳細については、以下

のホームページを参照ください。 

  

○廃炉・汚染水対策 ポータルサイト 

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/takakushu ike

n/index.html 

 

○電子政府の総合窓口（e-Gov） 

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620220008&Mode=0 
 

５．今後の予定 

【関係者の御意見を伺う場】 

 第３回 ５月 11日（月）10:00～11:35 東京都千代田区（経済産業省） 

     （意見表明者：経団連等の全国団体） 

 

【書面での意見募集】 

４月６日～５月 15日 



福島第⼀原⼦⼒発電所
構内設備等の⻑期保守管理計画の策定について

東京電⼒ホールディングス株式会社
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１．経緯

 廃炉・汚染⽔対策で使⽤中の設備については、マニュアルに基づき保全重要度を設定し、
点検⻑期計画を策定して点検・⼿⼊れを実施

 震災前から設置している既設設備は、震災前の点検⻑期計画にてリスト化されているもの
の、現状の点検⻑期計画に適切に反映出来ていないところがあり、管理状態が⼗分とは⾔
えない

 さらに、2019年1⽉、3/4号機排気筒からの⾜場材落下事象のような、点検⻑期計画未反
映箇所において経年劣化によるリスクが顕在化
震災後の環境変化を踏まえ、廃炉・汚染⽔対策を進める上で特に注視すべきリスクを抽出
し、該当する設備（機器）に対して、経年劣化モードに応じた対応が必要
⇒ ⻑期保守管理計画を策定し、今後、同計画に基づき対応を実施していく

【既設設備】
（震災前設備）

【新設設備】
(震災後設置設備）

⼿
摺
等

監視設備

震災前の点検⻑期計画リスト 現在の点検⻑期計画リスト※2

廃炉・汚染⽔対策で使⽤中の設備

建築物

構内の全設備、機器
ドラム⽸等既設設備で

使⽤中のもの

配管/ダクト等
(通路近傍)

制御盤等
(通路近傍)

排気筒等

主タービン等

流量計
(未使⽤系統)等

原⼦炉
注⽔配管
(⼀部)等

4号機CST
⽔位計等

原⼦炉
建屋等 建屋カバー等

建屋滞留⽔⽔位計等

クレーン
(震災後設置)等

配管/ダクト等
(溜まり⽔を保有)

※1 設備所管箇所判明している約34万件から作業を開始

※1

※2 汚染⽔を取扱う設備及び放射性ダストを監視する設備については、⼯事⽤機材として⼀時的に使⽤するものを除き仮設設備も管理対象



＜参考＞機器数の考え⽅
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 対象件数の約34万件ついては、各系統を構成している機器単位または部品単位の数字で
ある。

 下記の構成図は、原⼦炉注⽔系統を例⽰しているが、対象件数約2,400件に対し、点検は
各号機、各設備の範囲で点検を⾏っているため、点検数でみると数⼗件※である。

 構内の全設備についても同様の考え⽅で、機器・部品の点検を⾏っている。
※各機器で点検周期が異なるため、
年度毎の点検数に変動がある。

原⼦炉注⽔系統

機械設備 電気設備 監視設備

タンク 移送機器類 弁

エアコン 制御盤
指⽰計
検出器
スイッチ等

⾞両

電動機
発電機
電源盤等

配管類

タンク ポンプ等 弁類 配管
ホース
ストレーナ等

消防⾞

空調機

＜例⽰＞1〜3号機 原⼦炉注⽔系統の機器構成図

原⼦炉注⽔系統の機器数量︓約2,400件

約10件 約50件 約1100件 約530件 約10件

3件
約550件

各号機、各設備の主な点検範囲

トラック

4件

凍結防⽌ヒータ
約20件

約60件

監視カメラ
約60件



２．検討のフロ－
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②全設備、全機器を起因事象毎に振り分け
【実施済】

・構内の全設備、機器について、起因事象に振り分けを実施

・各設備、機器について優先度に応じた対策を検討⑤⻑期保守管理計画の策定
【2020年度 第⼀四半期】

①リスクの抽出、起因事象の整理
【実施済】

③現在の管理状態の確認
【実施済】

・各設備、機器の経年劣化モード（疲労割れ、応⼒腐⾷割れ、摩
耗、はく離等）や現在の劣化の進展状況を確認

・各設備、機器の現在の管理状態（点検内容等）を確認

④現在の管理状態に基づく評価(優先度設定)
【実施済】

・設備、機器の現在の管理状態が妥当であるか評価
・各設備、機器に対し、それぞれのリスクに応じた優先度を設定

・廃炉・汚染⽔対策を進める上で、影響のあるリスクの抽出
・リスクに対応する起因事象を整理

・下記事項を盛り込んだ⻑期保守管理計画を策定
 全設備、全機器のリスト
 各機器に対する優先度
 対策内容・対策予定年⽉の決定期限

 ⻑期保守管理計画の策定に向けて、下記フローに基づき検討を実施

・⻑期保守管理計画に基づき、対策の検討・実施
・⻑期保守管理計画の進捗状況を適宜確認、⾒直しを実施



３．リスクの抽出、起因事象の整理
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①環境への影響（公衆及び作業員への被ばくを含む）
（１）バウンダリ機能の喪失

放射性物質を内包する設備が損傷し、バウンダリ機能、漏えい検知機能及び放射線の遮蔽機能が喪失

（２）監視機能の喪失
監視設備や計器が故障し、廃炉・汚染⽔対策に必要な設備の監視機能が喪失

（３）新設設備、使⽤中の既設設備の機能喪失
上記（１）、（２）以外で、廃炉作業を進めるために必要な設備の機能が喪失

②⼈⾝災害・設備災害の発⽣
（４）建物及び建築構造物※の倒壊、構造物の落下・⾶来

建物や建築構造物の倒壊、構造物の落下・⾶来等で災害が発⽣
（５）既設設備※の倒壊、構造物の落下・⾶来

既設設備の倒壊、構造物の落下・⾶来等で、災害が発⽣
※建物や設備に付属する階段、⼿摺、歩廊等も含む

 廃炉・汚染⽔対策を進める上で影響※のあるリスクを抽出し、①環境への影響（公衆及び
作業員への被ばくを含む）、②⼈⾝災害・設備災害の発⽣に分類した。

 また、それぞれのリスクに対応する起因事象を整理した。

②機器振り分け ⑤⻑期保守管理計画策定①リスク整理 ③現状確認 ④評価

【廃炉・汚染⽔対策を進める上で影響のあるリスク】

※ ⼈⾝安全、設備安全、放射性物質の漏洩・被ばくの他、これらが発⽣した場合の⼯程遅延等



機械設備・電気設備・その他設備

４．全設備、全機器を起因事象毎に振り分け
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 構内の全設備・機器について、注視すべきリスクの起因事象と照らし合わせて、振り分け
を実施

＜バウンダリ機能＞
（１）バウンダリ機能の喪失

＜監視設備＞
（２）監視機能の喪失

＜機械設備・電気設備・その他設備＞
（３）新設設備、使⽤中の既設設備の機能喪失
（５）既設設備の倒壊、構造物の落下・⾶来

＜建築物＞
（４）建物及び建築構造物の倒壊、構造物の落下・⾶来

具体例︓ 1〜６号機各建屋内の温度計，圧⼒計，演算器，検出器，流量スイッチ，圧⼒スイッチ，計算機など

具体例︓1〜6号機各建屋内および屋外のポンプ，配管，弁，サポート，タンク，ダクト，電動機，クレーン，排気筒，重
機，テント，コンテナ，電柱，スピーカ，ドラム⽸，⼿摺りなど

（対象件数︓約34万件）

（対象件数︓約11万5千件）

・具体例︓原⼦炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋，プロセス主建屋，固体廃棄物貯蔵庫，事務本館など

具体例︓ （２）、（３）、（５）参照
監視設備 建物・建築構造物

（対象件数︓約22万5千件）

（対象件数︓約580件）

︓各項⽬の対象範囲

機械設備・電気設備・その他設備 監視設備 建物・建築構造物

機械設備・電気設備・その他設備 監視設備

機械設備・電気設備・その他設備 監視設備

建物・建築構造物

建物・建築構造物

②機器振り分け ⑤⻑期保守管理計画策定①リスク整理 ③現状確認 ④評価
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【インベントリグレード】
グレードⅰ︓放射能濃度が⾼かつ保有量が中以上で、漏えい時の環境影響が⼤きいもの
グレードⅱ︓放射能濃度や保有量が中以上で、漏えい時の環境影響が懸念されるもの
グレードⅲ︓放射能濃度や保有量が低く、漏えい時の環境影響が⼩さいもの

無し

機能喪失時
系統外へ流出

するか?

堰の設置および
堰の点検※2

漏えい検知器

漏えい検知器

有り

バウンダリ優先度3 バウンダリ優先度２ バウンダリ優先度１

有り

機械設備・電気設備・その他設備
監視設備

無し

無し

NO

有り

YES

敷地外への影響有無
により対策要否を検討

敷地外への影響の有無を考慮
してインベントリグレードの
⾼いものから 対策を検討

＜各基準の考え⽅＞
①放射能濃度

⾼︓⾼濃度汚染⽔等（104Bq/L以上⽬安）
中︓処理⽔・プラント系統⽔等（102〜104Bq/L⽬安）
低︓フォールアウト由来等(〜102Bq/L⽬安）

②保有量
⼤︓対象が膨⼤・広範囲に亘るもの（2000m3以上⽬安）
中︓単体タンク、系統内⽔等(100〜2000m3⽬安）
⼩︓溜まり⽔、残⽔等(〜100m3⽬安）

YES

NO

5-1．バウンダリ機能の判断フロー（具体的なイメージ）【参考】

現状の対策を継続
＜追加対策不要＞

『管理状態”Ｂ”』『管理状態”Ａ”』 管理状態”Ａ”︓望ましい姿に合致している
管理状態”Ｂ”︓望ましい姿に合致していない

未使⽤の設備で、損傷した
場合、⼈⾝安全、設備機能喪失、
放射性物質or危険物or薬品の漏洩

のいずれかに影響あり

内包物が
放射性物質
or危険物
or薬品?

確認不要※1

(不要であることを明確にする
ため、機器はリストには残す

こと)

YES

NO

※１ 確認不要な例
受電していない電源盤内リレー、使⽤していない圧⼒スイッチ（ただし、放射性物質、危険物、薬品等を内
包していないもの）等
なお、この判断における設備機能喪失とは、当該設備の損傷により、他の機器を破損させる等により他の機
器の要求機能を喪失させることを意図。
※２ 気体を扱う設備については、堰が無いとして判断する。



5-2．評価結果（バウンダリ機能）

 機械設備・電気設備・その他設備、監視設備の対象機器約34万件の評価結果と今後の対応
を以下に⽰す。

管理状態 『管理状態”A”』 『管理状態”B”』 評価対象外

優先度

バウンダリ優先度3 バウンダリ優先度2 バウンダリ優先度1 －

現状の対策を継続
＜追加対策不要＞

敷地外への影響有無
により対策要否を検討

敷地外への影響の有無を考慮
してインベントリグレードの

⾼いものから対策を検討
－

評価結果 約19万8,000件 約2万4,000件 約3万6,000件 約8万2,000件

設備の状況
•漏洩検知器と堰の両⽅を
設置している設備

•漏洩検知器または堰のいず
れかを設置している設備

•漏洩検知器および堰のいずれ
も設置していない設備 －

今後の対応 －

• 2020年度第⼀四半期までに
設備の管理状態を確認し、
追加対策の要否を検討する。

•速やかに（５⽉末を⽬途）設
備の管理状態を確認し、応急
対策を検討する。 －

バウンダリ機能の判断フローに基づく評価結果

7

②機器振り分け ⑤⻑期保守管理計画策定①リスク整理 ③現状確認 ④評価
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監視設備

⻑計管理
機器か?

NO

YES

YES

NO

NO

YES

NO

YES

監視優先度3
監視優先度1 監視優先度2

経年劣化を考慮
した点検となっている

（TBM or CBM）

有寿命品があるか︖

冗⻑性または
代替⼿段があ

るか?

YES

NO

追加対策の検討『要』
【監視機能喪失】現状の対策を継続

＜追加対策不要＞

監視要求が
あるか︖

交換計画が
あるか︖

NO

『管理状態”Ｂ”』

点検⻑期計画
作成

NO

確認不要※1

(不要であることを明確にする
ため、機器はリストには残す

こと)YES

未使⽤の設備で、損傷した
場合、⼈⾝安全、設備機能喪失、
放射性物質or危険物or薬品の漏洩

のいずれかに影響あり

YES

交換が可能か? NO

YES

使⽤中の
設備か︖

NOYES

機器保全重要度A/Bか︖

YES
NO

『管理状態”Ａ”』

※１ 確認不要な例
受電していない電源盤内リレー、使⽤していない圧⼒スイッチ（ただし、放射性
物質、危険物、薬品等を内包していないもの）等
なお、この判断における設備機能喪失とは、当該設備の損傷により、他の機器を
破損させる等により他の機器の要求機能を喪失させることを意図。

管理状態”Ａ”︓望ましい姿に合致している
管理状態”Ｂ”︓望ましい姿に合致していない

6-1．監視設備の判断フロー（具体的なイメージ）【参考】



6-2．評価結果（監視設備）

9

管理状態 『管理状態”A”』 『管理状態”B”』 評価対象外

優先度
監視優先度３ 監視優先度2 監視優先度1 －

現状の対策を継続
＜追加対策不要＞

追加対策
【点検⻑期計画作成】

追加対策の検討『要』
【監視機能喪失】 －

評価結果 約6万5,000件 約100件 約300件 約5万件

設備の状況

• 点検⻑期計画での管理
をおこなっており、経
年劣化を考慮した点検
等を⾏っている設備

• 機器保全重要度が低い
設備

• 使⽤中設備のうち、
点検⻑期計画で管理
していない設備

• ⾼線量エリア※1のた
め点検困難な設備

• 機器保全重要度が⾼
い設備※2 －

今後の対応 －
• 2020年度第⼀四半期

までに、経年劣化を
考慮した点検⻑期計
画等を作成

• 2020年度第⼀四半期
までに、評価⼿法等
の検討計画を⽴案 －

監視機能の判断フローに基づく評価結果

 監視設備の対象機器約11万5,000件の評価結果と今後の対応を以下に⽰す。

※1 1〜3号機原⼦炉建屋内の⼀部
※2 機器故障時に冷却機能や放射性物質の系外放出監視等に影響を及ぼすもの

②機器振り分け ⑤⻑期保守管理計画策定①リスク整理 ③現状確認 ④評価
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機械設備・電気設備・その他設備

点検⻑期計画
の対象機器か?

NO

YES

YES

NO

NO

YES

NO

YES

設備優先度５
設備優先度

２
設備優先度

４
設備優先度

３

経年劣化を考慮
した点検となっている

（TBM or CBM）

点検が外観⽬視
単独ではない。

劣化により
⼈⾝安全に影

響するか?

劣化により
要求機能が喪失

するか?

冗⻑性が
あるか︖

YES

NO

速やかな追加対策の検討
『要』

【⼈⾝安全/原⼦⼒安全】

設備優先度
１

追加対策の検討『要』
【設備の機能喪失】

YES

NO

※１ 確認不要な例
受電していない電源盤内リレー、使⽤していない圧⼒スイッチ（ただし、放射性
物質、危険物、薬品等を内包していないもの）等
なお、この判断における設備機能喪失とは、当該設備の損傷により、他の機器を
破損させる等により他の機器の要求機能を喪失させることを意図。

点検内容
が妥当 NO

『管理状態”Ｂ”』重要な機器（例、PCV,S/C等）も含めて、調査・評価等を踏まえながら、
適宜⾒直しを検討していく。

追加対策検討
『不要』

NO

確認不要※1

YES

未使⽤の設備で、損傷した
場合、⼈⾝安全、設備機能喪失、
放射性物質or危険物or薬品の漏洩

のいずれかに影響あり

YES

使⽤中の
設備か︖

NOYES

『管理状態”Ａ”』

現状の対策を継続
＜追加対策不要＞

原⼦⼒安全に影
響するか︖

NO

YES

管理状態”Ａ”︓望ましい姿に合致している
管理状態”Ｂ”︓望ましい姿に合致していない

7-1．機械設備・電気設備・その他設備の判断フロー（具体的なイメージ）【参考】



管理状態 『管理状態”A”』 『管理状態”B”』 評価対象外

優先度
設備優先度5 設備優先度4 設備優先度3 設備優先度2 設備優先度1 －

現状の対策を継続
＜追加対策不要＞

追加対策検討
『不要』

追加対策の検討『要』
【設備の機能喪失】

速やかな追加対策の検討『要』
【⼈⾝安全/原⼦⼒安全】 －

評価結果 約２万9,000件 約11万6,000件 約4万7,000件 約640件 約3万2,000件

設備の状況

• 点検⻑期計画での管理
をおこなっており、経
年劣化を考慮した点検
等を⾏っている設備

• 点検⻑期計画未作
成の機器
• 点検内容が妥当で

はない機器⼜は事
後保全管理機器

• 機器劣化により、要求機能に
影響を及ぼす機器
• 点検⻑期計画未作成の機器
• 点検内容が妥当ではない機器

⼜は事後保全管理機器

• ⼈⾝安全/原⼦⼒安全に影響を及
ぼす機器
• 点検⻑期計画未作成の機器
• 点検内容が妥当ではない機器
• 事後保全管理機器

－

今後の対応 － －
• 2020年度第⼀四半期までに

点検⻑期計画を作成⼜は保全
⽅法の⾒直し等を検討する。

• 応急対策は、2020年3⽉に完了
• 2020年度第⼀四半期までに恒久

対策を検討する。
ー
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機械設備・電気設備・その他設備機能の判断フローに基づく評価結果

7-2． 評価結果（機械設備・電気設備・その他設備）

 機械設備・電気設備・その他設備の対象機器約22万5,000件の評価結果と今後の対応を以
下に⽰す。

＜設備優先度1の主な応急対策機器＞
機器名 応急対応内容 機器数

１〜４号機 ⾮常⽤ディーゼル発電機サイレンサー 機器周辺の⽴⼊禁⽌区画設置, 表⽰取付 約30件

1/2号機排気筒,3/4号機排気筒,5/6号機排気筒,ALAP排気筒 排気筒周辺防護通路設置, ⽴⼊規制表⽰取付 4件

キャスク保管庫内設備 機器周辺の⽴⼊禁⽌区画設置, 表⽰取付 約50件

補助建屋内設備 機器周辺の⽴⼊禁⽌区画設置, 表⽰取付 約280件

海⽣物処理建屋内設備 機器周辺の⽴⼊禁⽌区画設置, 表⽰取付 約130件

②機器振り分け ⑤⻑期保守管理計画策定①リスク整理 ③現状確認 ④評価
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 建物・建築構造物に対しては、その影響度と劣化度を以下の観点で評価し、掛け合わせにより優先度を設定

影響項⽬ 安全 ⼈⾝災害 放射線漏えい 放射線管理 業務運営
最終的な影響
（リスク） ･⼈⾝災害リスク ･⼈⾝災害リスク ･放射性物質の漏えいリスク ･放射線管理⽀障リスク ･業務継続停⽌リスク

影響度︓⼤ 死亡事故 頻繁に災害が発⽣
する可能性有

設備損傷により放射性物質
が漏えい

設備損傷により放射線
管理ができなくなる

復旧に⻑期的な期間
を要す事象の発⽣

影響度︓中 重軽傷事故 たまに災害が発⽣
する可能性有

放射性物質の内包設備を
損傷（漏洩無し）

放射線管理には影響な
いが設備を損傷させた

復旧に中期的な期間
を要す事象の発⽣

影響度︓⼩ 不休事故 まれに災害が発⽣
する可能性有 － － 復旧に短期的な期間

を要す事象の発⽣

○影響度

○劣化度

8-1．建築物の優先度の考え⽅【参考】

判定 判定基準 事象例

劣化度（Ａ）
損傷・劣化の程度が著しく、外的要因
等により落下等の事象に⾄る危険性が
⾼い

（壁の損傷）
・壁全体に渡って⼤きな⻲裂や破壊、剥落等が⾒られ、躯体損傷が明瞭な状態
（落下危険物・転倒危険物）
・既に傾いていたり、⽀持するものが無いなど、落下や転倒の可能性が⾼い場合
・落下や転倒に対する被害の危険性が⾼いと考えられる場合

劣化度（Ｂ） 損傷・劣化は⾒られ、外的要因等によ
り落下等の事象に⾄る危険性がある

（壁の損傷）
・仕上材に⼤きな⻲裂や破壊、剥落等の破損が⾒受けられる場合
（落下危険物・転倒危険物）
・落下や転倒に対する被害の危険性が相対的に低い場合や予測される被害が⽐較的
軽い場合

劣化度（Ｃ）
損傷・劣化は⾒られるが軽微であり、
外的要因等により落下等の事象に⾄る
危険性は低い

（壁の損傷）
・ひび割れが無い、あるいはわずかなひび割れがある
（落下物・転倒危険物）
・明らかに危険性が無いと考えられる場合

事象例は，応急危険度調査判定マニュアル準拠
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影響度
⼤ 対象外 建物

優先度２
建物

優先度１

影響度
中 対象外 建物

優先度３
建物

優先度２

影響度
⼩ 対象外 対象外 建物

優先度３

影響度

劣化度
劣化度(Ｃ) 劣化度(Ｂ) 劣化度(Ａ)

以下の優先度順位表に基づき優先度を設定して対応
●優先順位表

●対策⽅針
・建物優先度１，２の順に対策を検討・実施する。
・建物優先度３は１年毎に経過観察を実施する。
・建物優先度の対象外となるものは，マニュアルに基づく点検を実施する。

8-1．建築物の優先度の考え⽅【参考】
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管理状態 『管理状態”A”』 『管理状態”B”』 撤去済

優先度
建物優先度対象外 建物優先度3 建物優先度2 建物優先度1

今回確認の結果、
撤去されていた建物現状の対策を継続 １年毎の経過観察 追加対策の検討

『要』
速やかな追加対策の

検討『要』

評価結果 約４５０棟 約３０棟 約６０棟 約１０棟 約３０棟

設備の状況

・⼈⾝災害や設備災
害に繋がる劣化が
無い状態

・劣化は⾒受けられ
るものの⼈⾝災害
や設備災害の恐れ
が低い状態

・⼈⾝災害や設備災
害に結びつく劣化
が⾒受けられるが
⾄近には影響の⼤
きい災害の発⽣が
低い状態

・劣化が著しく、ま
た、⼈⾝災害や設
備災害の恐れも⾼
い状態 ー

今後の対応

・点検⻑期計画に基
づき、定期点検を
実施

・１年毎に経過観察
を実施する。

・2020年度第⼀四
半期までに、追加
対策並びに実施時
期を検討

・速やかに（5⽉末
を⽬途）追加対策
並びに実施時期を
検討 ー

建築物の優先度の考え⽅に基づく評価結果

8-2．現状と評価結果の代表例（建築物）

 建築物、約580件の評価結果と今後の対策スケジュールを以下に⽰す。

※追加対策実施時期は，建物優先度１，２の順で実施する計画とする。
なお，建物優先度１と評価された建物は，廃炉作業に必要な建物は含まれていない。

②機器振り分け ⑤⻑期保守管理計画策定①リスク整理 ③現状確認 ④評価



【⻑期保守管理計画の運⽤体制】

9．⻑期保守管理計画の運⽤の体制

⻑期保守管理計画に基づく保全

廃炉安全・品質室

⻑期保守管理計画の妥当性評価

各設備保全箇所

新たに発⽣した課題については、必要に応じ
て組織横断的な体制を構築し、検討する。

15

⻑期保守管理計画責任者
取り纏め箇所

（建設・運⽤・保守センター内）

 今後の運⽤に当たっては、取り纏め箇所が進捗状況を適宜確認していく
 各設備所管箇所が対策内容の検討および対策を実施していくが、横並びについては取りま

とめ箇所を中⼼に調整していく
 運⽤の妥当性については、廃炉安全・品質室が確認し、フィードバックをしていく

⻑期保守管理計画の管理
• 進捗管理・対策期限管理
• 点検内容の横並び確認
• ⻑期保守管理計画の改訂

• 各設備・機器の保全
• 保全内容、周期等の検討、⾒直し
• ⻑期保守管理計画リストへ反映

プログラム部⻑ 建設・運⽤・保守
センター⻑

プロジェクト
マネージャー

保全箇所グループ
マネージャー

各設備保全責任者

設備運転管理
各設備管理箇所

• パトロール
• 定例試験

設備情報

• 優先度の妥当性確認
• 対策内容、時期の妥当性確認
• 設備の供⽤期間の確認

⾒直し依頼⾒直し報告

評価等の
フィードバック
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１0．⻑期保守管理計画の策定

機器
名称

⻑計
管理

劣化
モード

内包
物

⼈⾝安全
への影響

系統機能
への影響 堰 漏えい

検知器
設備

優先度
バウンダリ

優先度 対策内容 対策予
定年⽉

対応
状況

管理
⽅法

●●● 有 外部腐⾷ 有 有 有 有 有 5 3 定期点検 － 済 点検⻑期
計画

▲▲▲ 有 摩耗 有 無 有 有 有 5 3 定期点検 － 済 点検⻑期
計画

■■■ 無 疲労割れ 有 無 有 有 無 3 2 撤去 2022年
/3⽉

対策
検討中

本
リスト

◆◆◆ 無 絶縁低下 無 有 有 無 無 1 3 定期点検 2020年
/3⽉ 済 点検⻑期

計画

① ② ③

⻑期保守管理計画リスト（イメージ）

① 全機器に対し、現状の管理状態を確認
② 判断フローに基づき、優先度を設定
③ 優先度順位に応じて対策内容、対策時期を設定し、順次対策を実施していく。

対策内容、対策時期の検討にあたっては、各機器の劣化モードに対する劣化進展を考慮する。

作成済み
(2020年3⽉)

対策内容・対策予定年⽉の記載
(2020年第⼀四半期)

②機器振り分け ⑤⻑期保守管理計画策定①リスク整理 ③現状確認 ④評価
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１１．まとめ

 構内の全設備・機器※（約3４万件）及び建物・建築構造物（約580件）につい
て、⻑期保守管理計画の機器のリストアップ、優先度の振り分けを⾏った。

 各機器の劣化進展を考慮した対策内容及び対策予定年⽉を検討後、⻑期保守管
理計画に記載し策定する。（2020年第⼀四半期）

 ⻑期保守管理計画の進捗状況の確認、評価の妥当性確認を適宜⾏い、必要に応
じ、対策内容の⾒直し等を実施していく。

※ 設備所管箇所判明している約34万件から作業を開始

スケジュール
2020年度 2021年度

第⼀四半期 第⼆四半期 第三四半期 第四半期 第⼀四半期 第⼆四半期

全体⼯程

⻑計作成
対策検討

評価・対策の
妥当性確認

▼⻑期保守管理計画策定 ▼⻑期保守管理計画の⾒直し

試運⽤期間 本運⽤期間

妥当性確認妥当性確認 ⾒直し



18

＜参考＞リスクの低減⽬標マップとの照らし合わせ
 ⻑期保守管理計画で抽出した機器は、中期的リスクの低減を達成するまで、設備の機能が要求される。
 各設備の劣化進展、機能要求期間を考慮した保守管理計画を検討する。

液状の放射性物質 使⽤済燃料 固体状の放射性物質
（燃料デブリ） 固体状の放射性物質 外部時事象等への対応

・滞留⽔移送設備
・汚染⽔処理設備
(ALPS,SARRY,RO設備)
・各建屋
・滞留⽔(汚染⽔)タンク
・サブドレン
・凍⼟壁
・フエーシング
・漏洩検知器、堰

・SFP冷却設備
・燃料取扱設備
・建屋カバー
・乾式貯蔵キャスク
・キャスク保管施設

・原⼦炉格納容器
・原⼦炉圧⼒容器
・原⼦炉注⽔設備
・窒素封⼊設備
・ガス管理設備
・RPV/PCV温度計
・PCV⽔位計

・Cs吸着塔
・ALPSスラリー(HIC)
・焼却設備
・吸着塔保管施設

(⾬⽔)
・建屋屋根
・排気筒
・フェーシング
(津波)
・建屋閉塞の設備

リスク低減で機能維持が要求される主な設備（供⽤中）



＜参考＞リスクの低減⽬標マップに記載された設備の評価結果
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【対象設備】
• 使⽤済燃料プール循環冷却設備
• 使⽤済燃料プール（スキマ―サージタンク含む）
• 使⽤済燃料プールゲート

【優先度の評価結果】
• 使⽤済燃料プール循環冷却設備︓『バウンダリ優先度3』,『監視優先度3』

『設備優先度2,3,4,5』
• 使⽤済燃料プール ︓『バウンダリ優先度3』,『設備優先度2』
• 使⽤済燃料プールゲート ︓『バウンダリ優先度3』,『設備優先度2』

【優先度２の対象機器の例】
使⽤済燃料プール循環冷却設備の⾼線量エリアの配管・弁、使⽤済燃料プール，プールゲート

使⽤済燃料

【評価結果を踏まえた対応】
 使⽤済燃料プール循環冷却設備︓

⾼線量エリアの配管・弁等の不具合により使⽤済循環冷却設備の運⽤が困難な場合は、⾮常⽤注⽔設備等による注⽔で
プール冷却を実施。

 使⽤済燃料プール
ガレキ等の落下による使⽤済燃料プールの損傷を防⽌するため、プールに養⽣カバーを設置する計画。
プールライナー腐⾷による漏えいを防⽌するため、プール⽔の⽔質を監視し、必要に応じ、プール⽔浄化を実施。

 使⽤済燃料プールゲート
ガレキ等の落下による使⽤済燃料プールゲートの損傷を防⽌するため、ゲート上部に養⽣カバーを設置。

設備の要求期間 使⽤済燃料取り出し完了までNO.27 1号機 燃料取り出し

1号機 使⽤済燃料プール
2019.8.2撮影

東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所の中期的リスクの低減⽬標マップ（主要な⽬標）より

リスクの低減⽬標マップに関連する設備の評価結果



＜参考＞現状の状態とリスク低減達成までの対応
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外部事象等への対応 設備の要求期間︓燃料デブリ取り出し完了No.46 建物構築物・劣化対策・健全性維持

３号機原⼦炉建屋外観写真の例

東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所の中期的リスクの低減⽬標マップ（主要な⽬標）より

リスクの低減⽬標マップに関連する設備の評価結果

⼈⾝災害・設備災害防⽌のために外部の⽬視により落下危険物の評価実施。
原⼦炉建屋内は⾼線量につき，点検・調査⽅法を検討中。
ただし、作業員が⽴ち⼊る頻度は少ないため⼈⾝災害リスクは低い。
【対象設備】

• １号機原⼦炉建屋
• ２号機原⼦炉建屋
• ３号機原⼦炉建屋

【優先度の評価結果】
• １号機原⼦炉建屋︓『建物優先度 優先度２』
• ２号機原⼦炉建屋︓『建物優先度 優先度２』
• ３号機原⼦炉建屋︓『建物優先度 優先度２』
なお、建屋外部は問題ないことを確認済

【評価結果を踏まえた対応】
 １~３号機原⼦炉建屋︓

燃料デブリ取り出しを⾒据え，供⽤期間中における建屋外からの定期点検を継続する。
建屋内の落下危険物評価や⻑期的な構造安全性評価のために，建屋内の⾼線量エリアにおける調査・点検⽅法を検討し
ていく。



東京電⼒ホールディングス株式会社

2020年4⽉30⽇

福島第⼀における⾃動運転EVバスの取り組み状況



１．これまでの成果と今後の予定

・2018年4⽉、移動効率化や利便性向上等を⽬的とし、福島第⼀構内に
⾃動運転EVバス”ARMA”（愛称「はまかぜe」）を導⼊。実⽤化は⽇本初。
構内を移動される⽅の⾜として、⼊退域管理棟から登録センター間（往復
約2km）の定期運⾏を開始。ご視察向けに⾼台間（往復約5km）を⾛⾏。

・将来の無⼈運転化や浜通り地域の公道サービスへの貢献を⽬指し、
２年間にわたり知⾒を蓄積。

・ARMAの運⽤は2020年3⽉末で終了。今後は、更なる⾃動運転の
技術開発を進めるため、新たなパートナーを選定中。

製造国 フランス
全⻑ 4.75m
全幅 2.11m
全⾼ 2.65ｍ
定員 15名※1

最⾼速度 45㎞/h※2

⾞両総重量 3,450㎏
蓄電池容量 33kWh

＜主な仕様＞

※1︓着席最⼤10名で運⽤
※2︓最⾼速度は約18km/hで運⽤

・光センサーによる誤検知の実情と対処⽅法
・歩⾏者や他⾞両とのコミュニケーションの必要性
・交差点通過時の安全対策
・運⾏を安定化するためのインフラ整備
・その他、⾃動運転が苦⼿な条件の把握

【総⾛⾏距離】約5,390km
【乗⾞実績】 約3,300名（移動⽤）

約 400名（視察⽤）

＜得られた主な成果・課題認識＞
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